
▼主催（お問い合わせ先）▼

石狩障がい者就業・生活支援センターのいける（石狩市花川南1条4丁目225）
Tel：0133-76-6767  Mail：noikeru@harunire.or.jp

「障がい者雇用の現状をご存知ですか？」
い わ ゆ る 〝 障 害 者 雇 用 代 行 ビ ジ ネ ス 〟 の 実 情 を 知 る 機 会 と し て 、
藤尾健二氏（特定非営利活動法人全国就業支援ネットワーク代表理事）をお招きして、共有します。

[講 演] 特定非営利活動法人 全国就業支援ネットワーク 代表理事 藤 尾 健 二 氏
[開催日時] 2023年2月6日（月）16:00～17:30（15:45より入室可能です）

[開催方法] オンライン（ビデオ会議ツールZOOMを使用します）

[参 加 費]  無 料

[参加対象]  障がい者の就労支援に携わる方（支援機関・教育機関・相談支援機関・医療機関・行政）

[申 込 先]  https://www.centercap.org/noikeru/application/

[申込締切]  定員になり次第締め切ります。

[そ の 他] ご講演後に質疑応答の時間を設けています。

の い け る

▼障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議▼（※第210回国会閣法第17号附帯決議）
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/kourou2BDCACF621D4DD51492588FE0022EE99.htm

▼のいける情報提供サイト▼
https://www.centercap.org/noikeru/

QRコードからもお申込みできます。

- 緊急ミーティング!! -

衆議院の厚生労働委員会での審議が、令和4年11月18日に終結し、附帯決議の中で「障害者雇用率制度
における除外率制度の廃止に向けた取組を行うほか、事業主が、単に雇用率の達成のみを目的として雇用主
に代わって障害者に職場や業務を提供するいわゆる障害者雇用代行ビジネスを利用することがないよう、事業主
への周知、指導等の措置を検討すること。」として盛り込まれ、適切な措置を講ずるべきであるとなっています。
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